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1. 頻回な訪問看護の必要な特別訪問看護指示書2回交付及び「特別管理加算」対象の拡大

現行の指定訪問看護では、難治性潰瘍や熱傷等の皮膚損傷を伴う疾患、非がんの終末期等は、特別訪問看護指示書による医療処置やターミナルケア
の頻回訪問が必要であり、14日間では対応が不十分となっている。

そこで、頻回な訪問看護により、集中して創傷ケア等を行い治癒を促進することができるよう、また、非がんの終末期の利用者ニーズに合わせたターミナ
ルケアが実施できるように、難治性潰瘍や熱傷等の皮膚損傷を伴う疾患及び、非がんの終末期では、 「特別訪問看護指示書」の月2回交付対象とすること
を要望する。あわせて、難治性潰瘍や熱傷等の皮膚損傷を伴う疾患を特別管理加算の対象に追加し管理できるようにする。

図表特別訪問看護指示書の交付について月1回の交付では対応が不十分だと思う利用者の疾患や状況等（複数回答） （n=141) 
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【現行】
「特別訪問看護指示書」の有効期間は診察の日から14日間で月1回

の交付となっており、その期間は医療保険の訪問看護が給付される。
ただし、気管カニュー レ使用と真皮を越える褥癒の状態については

月2回交付できる。また、特別管理加算の対象となっている。
疇

【要望】
①特別訪問看護指示書を月2回交付可能な対象者に 「難治性潰瘍、

熱傷等の皮膚損傷を伴う疾患」、 「非がんの終末期」を追加する。
②特別管理加算の対象に 「難治性潰瘍、熱傷等の皮膚損傷を伴う

疾患」を追加する。
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